
第２３号議案 

平成３０年度 中間市地域下水道事業特別会計予算 

 平成３０年度中間市の地域下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８９，５９０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金による共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用をするときとする。 

  平成３０年２月２７日提出 

中間市長 福田 浩   

-207-



-208-



-209-



-210-



予 算 に 関 す る 説 明 書
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その他の
特 別 職

その他の
特 別 職

その他の
特 別 職

（単位：千円）

本 年 度

前 年 度

比　　較

１．特　　別　　職

計

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

区　　　　　分

計

計

職 員 数
（人）

給　　与　　費
報　　酬
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1

1

0

指 定 勤 務 時間外勤務 期 末 勤 勉 休 日 勤 務 夜 間 勤 務 管理職員特
手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 別勤務手当

本 年 度 24 324 95 864
前 年 度 18 324 93 851
比　　較 0 0 0 6 0 2 13 0 0 0 0

職員手当 21 そ の 他 の 増 減 分

昇 給 に 伴 う 増 加 分

そ の 他 の 増 減 分

21 　昇給に伴う増額

（単位：千円）

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

47

0

　平均昇給率2.86%給　　料 47

２．一　　般　　職

（１）総　　括

　（　　）は再任用職員の人数

区　　分 増　　減　　額 増　　　減　　　事　　　由　　　別　　　内　　　訳 備　　　　　　　　　　考

（単位：千円）

（単位：千円）

給　　料 職員手当
職 員 数
（人）

合　　　　　計

4,337

4,220

117

共　　済　　費

660

611

49

1,286

21

3,677

3,609

給　　与　　費

住 居 手 当 宿日直手当

区　　分

本 年 度

前 年 度

管理職手当

2,370

2,323

47

1,307

職員手当
の 内 訳
職員手当
の 内 訳

区　　分 扶 養 手 当

比　　較 68

通 勤 手 当
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職員数 構成比

1 100.0

(0) (0.0)
1 100.0

1 100.0

(0) (0.0)
1 100.0

【級別の標準的な職務内容】

課長補佐
参事補 主査
主査幹

（３）給料及び職員手当の状況

区　　　分 級
一 般 行 政 職

　ア．職員１人当たり給与 　ウ．級　別　職　員　数

区　　　　　　　　分

（単位：人、％）

７級

計

平成30年1月1日

現　　　　 在

１級

２級

３級

４級

６級

１級

２級

平成29年8月1日 ３級

現　　　　 在 ４級

平成30年1月1日

現　　　　 在

一 般 行 政 職

　（　　）は再任用職員の人数、構成比

226,200

５級

６級

25.0

区　　　　　分

平成29年8月1日

平均給料月額
（円）

191,700

平均給料月額
（円）

平均給与月額
（円）

５級

一般行政職

197,200

平均年齢
（歳）

平均給与月額
（円）

220,700
現　　　　 在

（単位：円）

平均年齢
（歳）

24.0

　イ．初　　任　　給

一般行政職

高　　校　　卒

大　　学　　卒

区　　　分 ７級 ６級

151,500

179,200
７級

計

５級 ４級 ３級 ２・１級

部長
参事

課長
主幹

係長
主査

左以外の職員
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20年勤務の者 25年勤務の者 35年勤務の者 最 高 限 度 その他の 退職時
（月分） （月分） （月分） （月分） 加算措置等 特別昇給

区　　　　　分

本　　年　　度

６月（月分） １２月（月分）
(1.075)
2.125

(1.225)
2.275

(1.075)
2.125

(1.200)
2.225
(1.225)
2.275

(2.300)
4.400
(2.250)
4.300
(2.300)
4.400

制度なし 制度なし

制度なし

　（　　）は再任用職員の月分

有

有

有

職制上の段階職務の
級等による加算措置

前　　年　　度

国　の　制　度

(1.050)
2.075

　オ．定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　　　　分

支　給　率　等

国　の　制　度
（ 支 給 率 等 ）

25.55625

25.55625

34.5825 49.590

34.5825 49.590

49.590

49.590 制度なし

　カ．指定勤務手当

区　　　　　分

給与総額に対する比率(%)

支給対象職員の比率(%)
（ 平成30年1月1日現在）

　キ．その他の手当

区　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同

代表的な指定勤務手当の名称

扶　　養　　手　　当 同　　　　　　　じ

同　　　　　　　じ住　　居　　手　　当

　エ．期末手当・勤勉手当

支給率計（月分）

通　　勤　　手　　当 同　　　　　　　じ

-221-



-222-


